
二
四

両
院
協
議
会
参
議
院
協
議
委
員
議
長
、
副
議
長
一
覧
表

国
会
回
次

協

議

委

員

協
議
委
員

選
挙
年
月
日

議

長
、

副

議

長

互
選
年
月
日

互

選

方

法

氏

名

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

昭
和二三、

二、二三
昭
和二三、

二、二三
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

下
條

康
麿
君︵
緑
風
︶

副
議
長

板
谷

順
助
君︵
自
由
︶

第
二
回

国
家
行
政
組
織
法
案
、
刑
事
訴
訟
法
を
改

正
す
る
法
律
案
協
議
委
員

二三、
七、
五

二三、
七、
五
議
長
、
副
議
長
の
候
補

者
と
し
て
二
名
推
薦

し
、
両
君
に
つ
い
て
抽

せ
ん︵
選
挙
管
理
者
発

議
︶

議

長

伊
藤

修
君︵
社
会
︶

副
議
長

下
條

康
麿
君︵
緑
風
︶

第
七
回

地
方
税
法
案
協
議
委
員

二五、
五、
二

二五、
五、
二
推
薦︵
動
議
︶

議

長

三
木

治
朗
君︵
社
会
︶

副
議
長

中
井

光
次
君︵
国
民
︶

地
方
公
共
団
体
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期

日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
協
議

委
員

二六、
一、二九

二六、
一、二九
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

野
溝

勝
君︵
社
会
︶

副
議
長

岡
本

愛
祐
君︵
緑
風
︶

食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

協
議
委
員

二六、
三、三一

二六、
三、三一

同

議

長

野
溝

勝
君︵
社
会
︶

副
議
長

片
柳

眞
吉
君︵
緑
風
︶

第
十
回

関
税
定
率
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

協
議
委
員

同

同

選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
選
挙
管
理
者
発

議
︶

議

長

大
矢
半
次
郎
君︵
自
由
︶

副
議
長

松
永

義
雄
君︵
社
会
︶

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
協
議
委
員

同

同

選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

植
竹

春
彦
君︵
自
由
︶

副
議
長

内
村

清
次
君︵
社
会
︶

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
協
議
委
員

二六、
五、二六

二六、
五、二六

同

議

長

堀
越

儀
郎
君︵
緑
風
︶

副
議
長

矢
嶋

三
義
君︵
社
会
︶

第
十
三
回

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
協
議
委
員

二七、
五、二八

二七、
五、二八

同

議

長

草
葉

隆
圓
君︵
自
由
︶

副
議
長

館

哲
二
君︵
緑
風
︶

日
本
電
信
電
話
公
社
法
案
協
議
委
員

二七、
七、二九

二七、
七、二九

同

議

長

鈴
木

恭
一
君︵
自
由
︶

副
議
長

新
谷
寅
三
郎
君︵
緑
風
︶

労
働
関
係
調
整
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
外
一
件
協
議
委
員

同

同

同

議

長

一
松

政
二
君︵
自
由
︶

副
議
長

波
多
野
林
一
君︵
緑
風
︶

通
商
産
業
省
設
置
法
案
外
四
件
協
議
委
員

同

同

推
薦︵
動
議
︶

議

長

河
井

彌
八
君︵
緑
風
︶

副
議
長

松
原

一
彦
君︵
改
進
︶

保
安
庁
法
案
外
四
件
協
議
委
員

同

同

同

議

長

河
井

彌
八
君︵
緑
風
︶

副
議
長

中
川

幸
平
君︵
自
由
︶

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
外
一
件
協
議
委
員

二七、
七、三一

二七、
七、三一
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

草
葉

隆
圓
君︵
自
由
︶

副
議
長

杉
山

昌
作
君︵
緑
風
︶

第
十
五
回

町
村
の
警
察
維
持
に
関
す
る
責
任
転
移
の

時
期
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
協
議
委
員

二七、一二、二三

二七、一二、二三
推
薦︵
動
議
︶

議

長

草
葉

隆
圓
君︵
自
由
︶

副
議
長

館

哲
二
君︵
緑
風
︶

第
十
六
回

農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
協
議
委
員

二八、
七、二二

二八、
七、二二
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

片
柳

眞
吉
君︵
緑
風
︶

副
議
長

宮
本

邦
彦
君︵
自
由
︶

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

協
議
委
員

二八、
七、三〇

二八、
七、三〇

同

議

長

堀

末
治
君︵
自
由
︶

副
議
長

島
村

軍
次
君︵
緑
風
︶

第
百
十
五
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

平
成元
、
八、
九
平
成元
、
八、
九

同

議

長

鈴
木

和
美
君︵
社
会
︶

副
議
長

及
川

順
郎
君︵
公
明
︶












郞
















五
一
八



二
四

両
院
協
議
会
参
議
院
協
議
委
員
議
長
、
副
議
長
一
覧
表

国
会
回
次

協

議

委

員

協
議
委
員

選
挙
年
月
日

議

長
、

副

議

長

互
選
年
月
日

互

選

方

法

氏

名

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

昭
和二三、
二、二三
昭
和二三、
二、二三
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

下
條

康
麿
君︵
緑
風
︶

副
議
長

板
谷

順
助
君︵
自
由
︶

第
二
回

国
家
行
政
組
織
法
案
、
刑
事
訴
訟
法
を
改

正
す
る
法
律
案
協
議
委
員

二三、
七、
五

二三、
七、
五
議
長
、
副
議
長
の
候
補

者
と
し
て
二
名
推
薦

し
、
両
君
に
つ
い
て
抽

せ
ん︵
選
挙
管
理
者
発

議
︶

議

長

伊
藤

修
君︵
社
会
︶

副
議
長

下
條

康
麿
君︵
緑
風
︶

第
七
回

地
方
税
法
案
協
議
委
員

二五、
五、
二

二五、
五、
二
推
薦︵
動
議
︶

議

長

三
木

治
朗
君︵
社
会
︶

副
議
長

中
井

光
次
君︵
国
民
︶

地
方
公
共
団
体
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期

日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
協
議

委
員

二六、
一、二九

二六、
一、二九
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

野
溝

勝
君︵
社
会
︶

副
議
長

岡
本

愛
祐
君︵
緑
風
︶

食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

協
議
委
員

二六、
三、三一

二六、
三、三一

同

議

長

野
溝

勝
君︵
社
会
︶

副
議
長

片
柳

眞
吉
君︵
緑
風
︶

第
十
回

関
税
定
率
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

協
議
委
員

同

同

選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
選
挙
管
理
者
発

議
︶

議

長

大
矢
半
次
郎
君︵
自
由
︶

副
議
長

松
永

義
雄
君︵
社
会
︶

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
協
議
委
員

同

同

選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

植
竹

春
彦
君︵
自
由
︶

副
議
長

内
村

清
次
君︵
社
会
︶

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
協
議
委
員

二六、
五、二六

二六、
五、二六

同

議

長

堀
越

儀
郎
君︵
緑
風
︶

副
議
長

矢
嶋

三
義
君︵
社
会
︶

第
十
三
回

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
協
議
委
員

二七、
五、二八

二七、
五、二八

同

議

長

草
葉

隆
圓
君︵
自
由
︶

副
議
長

館

哲
二
君︵
緑
風
︶

日
本
電
信
電
話
公
社
法
案
協
議
委
員

二七、
七、二九

二七、
七、二九

同

議

長

鈴
木

恭
一
君︵
自
由
︶

副
議
長

新
谷
寅
三
郎
君︵
緑
風
︶

労
働
関
係
調
整
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
外
一
件
協
議
委
員

同

同

同

議

長

一
松

政
二
君︵
自
由
︶

副
議
長

波
多
野
林
一
君︵
緑
風
︶

通
商
産
業
省
設
置
法
案
外
四
件
協
議
委
員

同

同

推
薦︵
動
議
︶

議

長

河
井

彌
八
君︵
緑
風
︶

副
議
長

松
原

一
彦
君︵
改
進
︶

保
安
庁
法
案
外
四
件
協
議
委
員

同

同

同

議

長

河
井

彌
八
君︵
緑
風
︶

副
議
長

中
川

幸
平
君︵
自
由
︶

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
外
一
件
協
議
委
員

二七、
七、三一

二七、
七、三一
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

草
葉

隆
圓
君︵
自
由
︶

副
議
長

杉
山

昌
作
君︵
緑
風
︶

第
十
五
回

町
村
の
警
察
維
持
に
関
す
る
責
任
転
移
の

時
期
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
協
議
委
員

二七、一二、二三

二七、一二、二三
推
薦︵
動
議
︶

議

長

草
葉

隆
圓
君︵
自
由
︶

副
議
長

館

哲
二
君︵
緑
風
︶

第
十
六
回

農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
協
議
委
員

二八、
七、二二

二八、
七、二二
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

片
柳

眞
吉
君︵
緑
風
︶

副
議
長

宮
本

邦
彦
君︵
自
由
︶

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

協
議
委
員

二八、
七、三〇

二八、
七、三〇

同

議

長

堀

末
治
君︵
自
由
︶

副
議
長

島
村

軍
次
君︵
緑
風
︶

第
百
十
五
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

平
成元
、
八、
九
平
成元
、
八、
九

同

議

長

鈴
木

和
美
君︵
社
会
︶

副
議
長

及
川

順
郎
君︵
公
明
︶












郞
















五
一
九

二
四　

両
院
協
議
会
参
議
院
協
議
委
員
議
長
、
副
議
長
一
覧
表



国
会
回
次

協

議

委

員

協
議
委
員

選
挙
年
月
日

議

長
、

副

議

長

互
選
年
月
日

互

選

方

法

氏

名

平
成
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
２

号
︶外
二
件
協
議
委
員

二、
三、二六

二、
三、二六
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

矢
田
部

理
君︵
社
会
︶

副
議
長

太
田

淳
夫
君︵
公
明
︶

第
百
十
八
回

平
成
二
年
度
一
般
会
計
暫
定
予
算
外
二
件

協
議
委
員

二、
四、
四

二、
四、
四

同

同

平
成
二
年
度
一
般
会
計
暫
定
補
正
予
算

︵
第
１
号
︶外
二
件
協
議
委
員

二、
五、一八

二、
五、一八

同

同

平
成
二
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

二、
六、
七

二、
六、
七

同

同

第
百
二
十
回

平
成
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
協
議
委
員

二、一二、一七

二、一二、一七
推
薦︵
動
議
︶

議

長

安
恒

良
一
君︵
社
会
︶

副
議
長

及
川

順
郎
君︵
公
明
︶

平
成
三
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

三、
四、一一

三、
四、一一

同

同

第
百
二
十
三
回

平
成
四
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

四、
四、
九

四、
四、
九
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

久
保

亘
君︵
社
会
︶

副
議
長

太
田

淳
夫
君︵
公
明
︶

第
百
二
十
六
回

平
成
五
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

五、
三、三一

五、
三、三一

同

議

長

村
沢

牧
君︵
社
会
︶

副
議
長

白
浜

一
良
君︵
公
明
︶

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
協
議
委
員

五、
六、
八

五、
六、
八

同

同

第
百
二
十
八
回

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

外
三
件
協
議
委
員

六、
一、二六

六、
一、二六

同

議

長

平
井

卓
志
君︵
自
民
︶

副
議
長

橋
本

敦
君︵
共
産
︶

第
百
四
十
三
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

一〇、
七、三〇

一〇、
七、三〇

同

議

長

本
岡

昭
次
君︵
民
主
︶

副
議
長

木
庭
健
太
郎
君︵
公
明
︶

第
百
四
十
五
回

平
成
十
一
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協

議
委
員

一一、
三、一七

一一、
三、一七

同

議

長

今
井

澄
君︵
民
主
︶

副
議
長

山
下

栄
一
君︵
公
明
︶

第
百
六
十
八
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

一九、
九、二五

一九、
九、二五
推
薦︵
動
議
︶

議

長

輿
石

東
君︵
民
主
︶

副
議
長

平
田

健
二
君︵
民
主
︶

第
百
六
十
九
回

平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第

１
号
︶外
二
件
協
議
委
員

二〇、
二、
六

二〇、
二、
六
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

櫻
井

充
君︵
民
主
︶

副
議
長

小
川

勝
也
君︵
民
主
︶

平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協

議
委
員

二〇、
三、二八

二〇、
三、二八

同

同

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

第
二
十
四
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の

措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件
協
議
委
員

二〇、
四、二五

二〇、
四、二五

同

議

長

浅
尾
慶
一
郎
君︵
民
主
︶

副
議
長

小
川

勝
也
君︵
民
主
︶

第
百
七
十
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

二〇、
九、二四

二〇、
九、二四
推
薦︵
動
議
︶

議

長

輿
石

東
君︵
民
主
︶

副
議
長

平
田

健
二
君︵
民
主
︶

第
百
七
十
一
回

平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第

２
号
︶外
一
件
協
議
委
員

二一、
一、二六

二一、
一、二六

同

議

長

北
澤

俊
美
君︵
民
主
︶

副
議
長

石
井

一
君︵
民
主
︶

五
二
〇



国
会
回
次

協

議

委

員

協
議
委
員

選
挙
年
月
日

議

長
、

副

議

長

互
選
年
月
日

互

選

方

法

氏

名

平
成
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
２

号
︶外
二
件
協
議
委
員

二、
三、二六

二、
三、二六
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

矢
田
部

理
君︵
社
会
︶

副
議
長

太
田

淳
夫
君︵
公
明
︶

第
百
十
八
回

平
成
二
年
度
一
般
会
計
暫
定
予
算
外
二
件

協
議
委
員

二、
四、
四

二、
四、
四

同

同

平
成
二
年
度
一
般
会
計
暫
定
補
正
予
算

︵
第
１
号
︶外
二
件
協
議
委
員

二、
五、一八

二、
五、一八

同

同

平
成
二
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

二、
六、
七

二、
六、
七

同

同

第
百
二
十
回

平
成
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
協
議
委
員

二、一二、一七

二、一二、一七
推
薦︵
動
議
︶

議

長

安
恒

良
一
君︵
社
会
︶

副
議
長

及
川

順
郎
君︵
公
明
︶

平
成
三
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

三、
四、一一

三、
四、一一

同

同

第
百
二
十
三
回

平
成
四
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

四、
四、
九

四、
四、
九
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

久
保

亘
君︵
社
会
︶

副
議
長

太
田

淳
夫
君︵
公
明
︶

第
百
二
十
六
回

平
成
五
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協
議

委
員

五、
三、三一

五、
三、三一

同

議

長

村
沢

牧
君︵
社
会
︶

副
議
長

白
浜

一
良
君︵
公
明
︶

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
協
議
委
員

五、
六、
八

五、
六、
八

同

同

第
百
二
十
八
回

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

外
三
件
協
議
委
員

六、
一、二六

六、
一、二六

同

議

長

平
井

卓
志
君︵
自
民
︶

副
議
長

橋
本

敦
君︵
共
産
︶

第
百
四
十
三
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

一〇、
七、三〇

一〇、
七、三〇

同

議

長

本
岡

昭
次
君︵
民
主
︶

副
議
長

木
庭
健
太
郎
君︵
公
明
︶

第
百
四
十
五
回

平
成
十
一
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協

議
委
員

一一、
三、一七

一一、
三、一七

同

議

長

今
井

澄
君︵
民
主
︶

副
議
長

山
下

栄
一
君︵
公
明
︶

第
百
六
十
八
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

一九、
九、二五

一九、
九、二五
推
薦︵
動
議
︶

議

長

輿
石

東
君︵
民
主
︶

副
議
長

平
田

健
二
君︵
民
主
︶

第
百
六
十
九
回

平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第

１
号
︶外
二
件
協
議
委
員

二〇、
二、
六

二〇、
二、
六
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

櫻
井

充
君︵
民
主
︶

副
議
長

小
川

勝
也
君︵
民
主
︶

平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
協

議
委
員

二〇、
三、二八

二〇、
三、二八

同

同

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

第
二
十
四
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の

措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件
協
議
委
員

二〇、
四、二五

二〇、
四、二五

同

議

長

浅
尾
慶
一
郎
君︵
民
主
︶

副
議
長

小
川

勝
也
君︵
民
主
︶

第
百
七
十
回

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
協
議
委
員

二〇、
九、二四

二〇、
九、二四
推
薦︵
動
議
︶

議

長

輿
石

東
君︵
民
主
︶

副
議
長

平
田

健
二
君︵
民
主
︶

第
百
七
十
一
回

平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第

２
号
︶外
一
件
協
議
委
員

二一、
一、二六

二一、
一、二六

同

議

長

北
澤

俊
美
君︵
民
主
︶

副
議
長

石
井

一
君︵
民
主
︶

五
二
一

二
四　

両
院
協
議
会
参
議
院
協
議
委
員
議
長
、
副
議
長
一
覧
表



国
会
回
次

協

議

委

員

協
議
委
員

選
挙
年
月
日

議

長
、

副

議

長

互
選
年
月
日

互

選

方

法

氏

名

平
成
二
十
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算

︵
機
第
２
号
︶協
議
委
員

二一、
一、二六

二一、
一、二六
推
薦︵
動
議
︶

議

長

北
澤

俊
美
君︵
民
主
︶

副
議
長

石
井

一
君︵
民
主
︶

平
成
二
十
一
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件

協
議
委
員

二一、
三、二七

二一、
三、二七

同

同

第
百
七
十
一
回

第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
及
び
そ

の
家
族
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
へ
の
移
転
の

実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
協
議
委
員

二一、
五、一三

二一、
五、一三
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

浅
尾
慶
一
郎
君︵
民
主
︶

副
議
長

小
川

勝
也
君︵
民
主
︶

平
成
二
十
一
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
１
号
︶外
二
件
協
議
委
員

二一、
五、二九

二一、
五、二九
推
薦︵
動
議
︶

議

長

峰
崎

直
樹
君︵
民
主
︶

副
議
長

石
井

一
君︵
民
主
︶

第
百
七
十
六
回

平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
１
号
︶外
二
件
協
議
委
員

二二、一一、二六

二二、一一、二六
選
挙
管
理
者
の
指
名
に

一
任︵
動
議
︶

議

長

林

芳
正
君︵
自
民
︶

副
議
長

岩
城

光
英
君︵
自
民
︶

第
百
七
十
七
回

平
成
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件

協
議
委
員

二三、
三、二九

二三、
三、二九

同

同

第
百
八
十
回

平
成
二
十
四
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件

協
議
委
員

二四、
四、
五

二四、
四、
五

同

議

長

衛
藤

晟
一
君︵
自
民
︶

副
議
長

世
耕

弘
成
君︵
自
民
︶

第
百
八
十
三
回

平
成
二
十
五
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件

協
議
委
員

二五、
五、一五

二五、
五、一五

同

議

長

小
川

敏
夫
君︵
民
主
︶

副
議
長

小
林

正
夫
君︵
民
主
︶



五
二
二


